
「宿泊分野特定技能協議会規約」（平成３１年４月１日付け宿泊分野特定技能協議会決定）の一部改正案（新旧対照表） 
 

新 旧 
宿泊分野特定技能協議会規約 

 
第１条～第５条 （略） 
 
（事務局） 
第６条 協議会の事務は、国土交通省観光庁観光人材政策担当参事官室が行
う。 
 
第７条～第８条 （略） 
 
附 則 
この規約の一部改正は、令和元年８月２６日より施行する。 

宿泊分野特定技能協議会規約 
 
第１条～第５条 （略） 
 
（事務局） 
第６条 協議会の事務は、国土交通省観光庁観光産業課観光人材政策室が行
う。 
 
第７条～第８条 （略） 
 
（新設） 
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